
●山梨県知事部局の処分一覧（令和８年度）

　※　「職員の懲戒処分等公表基準」に基づき公表した処分を掲載しています。

１　地方公務員法上の懲戒処分

処分年月日
部局名
職   名

処分量定 事案の概要

R8.6.17 県土整備部・出先機関職員（当時） 免職

　被処分者は、自身が担当する砂防工事等について、会社役員Aが
営業を有利に進められるよう発注時期の教示や設計業者・施工業
者関係者の紹介などの便宜を図り、その謝礼および今後も同様の
便宜供与を受ける趣旨であると認識しながら、令和４年１２月２６日
から令和７年８月３０日までの間、甲府市内に所在する飲食店等に
おいて３８回にわたり、計３９万７１７１円相当の飲食代金等を負担せ
ず、同金額相当の財産上の利益の供与を受け、自己の職務に関し
賄賂を受け取ったとして、令和８年２月１５日に収賄の容疑で逮捕さ
れ、同年３月７日に再逮捕された。
　令和８年３月２７日に起訴され、公判手続きにおいて起訴事実を全
面的に認め、同年６月１１日に懲役１年２月、執行猶予３年、追徴金
３９万７１７１円の判決が言い渡された。


